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異分野からの参画 

 

 

1 

 

 

電力会社 
・一般電気事業者 
 （東京電力、関西電力等） 
・卸電気事業者（Jパワー、原電） 

 etc. 

ガス会社 
 ・一般ガス事業者 
  （東京ガス、大阪ガス等） 
 ・ガス導管事業者 
  （INPEX、JAPEX等） 

 etc. 

• 我が国のLNG輸入量のうち、約７割は
電力会社 

• 主要ガス会社は既に430万kw程度の
火力発電を保有（原発4基分） 

• 大手ガス2社の連結営業利益の２～3
割を電力が占める 

＜市場の垣根を撤廃＞ 電力市場 
（従来は地域独占） 

都市ガス市場 
（従来は地域独占） 

※他エネルギーとの競合と未普
及地域が存在 

≪総合エネルギー市場の創出≫ 

ガス会社によ
る電力・ガスの
セット販売 

電力会社によ
る電力・ガスの
セット販売 

異分野サービ
スを組み合わ
せた電力販売 

異分野サービ
スを組み合わ
せたガス販売 

連携・アライアンスの可能性 

連携・アライアンスの可能性 

新規参入 

新規参入 

ＩＴ、自動車等 石油、ＬＰガス等 

国内に閉じることなく、 
海外市場開拓・獲得も目指す 

○ 「光熱費」という言葉があるように、消費者にとってエネルギー市場は一体のもの。他方で、従来、我が
国のエネルギー市場は、電力、ガス、熱等の業態ごとに制度的な「市場の垣根」が存在。 

    （※）石油やＬＰガスは既に参入規制なく、自由な市場 

○ 一体的な制度改革により「市場の垣根」を撤廃し、エネルギー企業の相互参入や異業種からの新規参
入を進める。これにより、競争によるコスト低廉化を図るとともに、消費者の利便性を向上させる。 

○ さらに、国内市場に閉じることなく、総合エネルギー企業による海外市場の開拓・獲得も目指す。 

○電力の小売全面自由化によって、約８兆円の電力市場が開放される（需要家数は約８,５００万件）。 

○都市ガスの小売全面自由化によって、約２．４兆円の市場が開放される（需要家数は約２,６００万件）。 

１．一体的な制度改革による総合エネルギー市場の創出 
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２．エネルギーシステム改革の流れ 

第１段階 
（広域的運営 

 推進機関創設） 

【電力】 

【都市ガス】 

【市場監視委員会】 

平成27年 
（2015年） 

4月1日 

平成28年 
（2016年） 

4月1日 

平成29年 
（2017年） 

平成32年 
（2020年） 

4月1日 

平成34年 
（2022年） 

4月1日 

第２段階 
（電気の小売 
全面自由化） 

第３段階 
（送配電部門 
の法的分離） 

導管部門 
の法的分離 
（大手３社） 

ガスの小売 
全面自由化 

電力取引監視等 
委員会の創設 

（料金の経過措置期間） 

・小売登録 
・ガイドライン整備 
・託送審査 

料金規制 
の撤廃 

事業者ごとに競争
状態を見極め解除 

ガスについても 
業務開始 

詳細制度設計 

競争状態が不十分な事業者に
おいては料金規制を残す 

○２０１６年４月１日より電気の小売全面自由化を実施予定。また、２０１７年中を目途にガスの小
売全面自由化を実施予定。 
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３．電力広域的運営推進機関の設立 

○震災により個別最適の限界が明らかとなり、全体最適を追求するための司令塔として広域機
関を設立。エリアを越えた全国大での系統運用等を進め、全国大での需給調整機能を強化し
ていく。 

○今年９月３０日、東北東京間連系線、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画の基本要
件及び受益者の範囲をとりまとめたところであり、全国大での全体最適実現に向けた取り組み
が始まっている。 

 電気の供給 
 電気の供給 

 電気が「不足」している地域Ｂ 

電力広域的運営推進機関 

電気が余っている地域 
電気が余っている地域 

広域的運営推進機関の業務内容 

①災害等による需給ひっ迫時において、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整を行う。 
②全国大の電力供給の計画を取りまとめ。送電網の増強やエリアを越えた全国大での系統運用等を進める。 
③平常時において広域的な運用の調整を行う。（周波数調整は各エリアの送配電事業者が実施） 
④新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務や、発電と送配電の協調に係るルール整備を行う。 
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４．小売全面自由化に向けた取組 

４ 

○小売電気事業の登録は、本年８月から受付を開始。これまで、１５０件超の申請を受付。 
○電力取引監視等委員会の審査を経て、１１月中旬までに５６件を登録済み。 
   － 現在の主要なＰＰＳ：１４社、ＬＰ・都市ガス系：８社、石油系：８社 
      再エネ系：１４社、電力系：２社、そのほか：１０社 

小売電気事業の登録 

○現在、電力取引監視等委員会において、来年４月の小売全面自由化後に小売電気事業者
が遵守すべき説明義務や書面交付義務の詳細、公正かつ有効な競争の確保の観点から望
ましい行為等を中心に議論中。 

○今後、電力取引監視等委員会及び資源エネルギー庁において、年内を目途にガイドライン
案を提示し、所要の意見公募手続を経て策定予定。 

小売事業に関するガイドラインの整備 

託送供給等約款の審査 
○小売料金の原価の一部となる託送料金について、その料金メニューを定める託送供給等約

款については、7月末に認可申請を受付。 
○現在、電力取引監視等委員会の元に設置された電気料金審査専門会合において、審査が行

われている。年内に認可予定。 

※別途都市ガスについては、審議会（総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会）におい
て、都市ガスの小売全面自由化の施行期日や託送供給制度の在り方等について議論中。 
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